
フレックス適用期間【発注時】 通常工期

フレックス適用期間【契約時】
実工事期間

（契約書に記載する工期）

全体工期

フレックス工期契約制度のイメージ

契約日 工事開始期限 工事完了期限

工事開始日 工事完了日

工事開始日設定可能範囲 実工事期間は通常工期以上
でなければならない

・主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の配置は不要（現在契約中の工事で技術者の手が空いていない状
況でも次の工事の契約が可能）
・資機材や労働者を確保することが可能
・測量、資機材の搬入及び仮設物の設置等の工事着手に相当する行為及び現場への立ち入りは不可



フレックス適用期間【Ａ】
最大60日（Ｂ＊30％）

【発注時】 通常工期【Ｂ】200日

フレックス適用
期間30日

【契約時】

全体工期【Ａ＋Ｂ】260日

工期設定の例

工事開始日
（R5.5.31）

工事完了日
（R5.12.26）

工事開始日設定可能範囲

実工事期間210日

契約日
（R5.5.1）

工事開始期限
（R5.6.30）

30日 180日 20日

工事完了期限
（R6.1.15）

実工事期間≧通常工期
・適正な工期の確保
・週休2日の確保、長時間労働の抑制に寄与


